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愛知県丹羽郡大口町議会 



 

 

   大口町の歩み 

 

明治 39 年 富成村、小口村、太田村が合併し大口村発足 

昭和 37 年 町制施行大口町と改称  

昭和 47 年 町章制定、新庁舎完成、尾張北部水道企業団発足 

昭和 50 年 丹羽消防組合発足 

昭和 57 年 町民憲章制定 

                      町の木「もくせい」、町の花「さくら」制定 

昭和 60 年  非核平和宣言 

昭和 61 年 交通安全の町宣言 

町の花「さくら」 昭和 62 年 全国町村議会議長会表彰 

平成 5 年   健康の町宣言 

平成 11 年  情報公開条例制定 

平成 12 年 NPO 活動促進条例制定 

平成 14 年 丹羽消防組合、尾張北部水道企業団統合 

 (丹羽広域事務組合) 

             平成 15 年 2 市 2 町(江南市・岩倉市・大口町・扶桑町) 

                 合併検討協議会発足(翌年解散) 

         平成 16 年 内閣府地域再生計画認定 

        平成 17 年 町村議会広報全国コンクール優秀賞 

               内閣府地域再生計画認定 

平成 18 年 大口誕生 100 周年 

町村議会広報全国コンクール入選 

平成 19 年 町村議会広報全国コンクール優秀賞 

      内閣府地域再生計画認定 

平成 20 年 町村議会広報全国コンクール入選  

平成 21 年 まちづくり基本条例制定 

町村議会広報全国コンクール奨励賞 

          平成 22 年  町村議会広報全国コンクール奨励賞 

平成 24 年  町制施行 50 周年 

            町村議会広報全国コンクール奨励賞 

  平成 25 年 町村議会広報全国コンクール奨励賞 

         平成 26 年 議会基本条例制定(平成 27 年 5 月 1 日施行) 
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大口町の概要 
 

１ 位置 

大口町は愛知県北西部に位置し、国道４１号によって岐阜や名古屋方面に直結し

ている。本町より約２㎞南下した東名・名神高速道路小牧インターチェンジにより、

東京・大阪方面への便、さらに中央自動車道により、塩尻・甲府方面への便もよい

ところに位置している。 

  また本町は、北は扶桑町、北東は犬山市、西南は江南市、南は小牧市に接してい

る。 

 

２ 自然 

本町は、東西約３．６㎞、南北約６．１㎞で、北東から南西に延びる木の葉の形

をした、総面積１３．６１ の町である。 

  地形は、北東から南西にかけて緩やかに傾斜しており、北端で海抜４０ｍ、南端

で海抜１５ｍとなっている。地質は、ほとんど木曽川の沖積層からなり、中央を貫

流する五条川流域に肥沃な田園をつくっている。 

  本町の気候は平均１４℃～１５℃であり、夏は雨量が多く冬は乾燥する太平洋岸

気候区である。北に高い山を控え、黒潮の影響を受け、冬も比較的、温暖な町であ

る。 

 

３ 沿革 

明治２２年、町村制が施行され、富成村・小口村・太田村が成立し、役場が設け

られた。次いで明治３９年、地方自治団体育成の必要上から町村合併が行われ、こ

の３か村と柏森村の一部である余野が合併し、大口村が誕生した。 

昭和３０年、純農村地帯であった大口村に、民成紡績株式会社大口工場（現トヨ

タ紡織株式会社）が建設された後、繊維、機械器具関連の工場が次々に誘致された。

また、同時に名古屋市北部のベッドタウンとして注目され、県営住宅の建設も進め

られた。 

道路整備も進み、近代的産業地帯として変容する中、昭和３７年に町制を施行し

た。当時、１万１千人であった人口規模も、平成９年に６０ha に及ぶ大口余野特定

土地区画整理事業（組合施行）が完了するなど、快適な住環境を創り出すことによ

り、名古屋市近郊の豊かな田園環境を備えた「まち」として着実に増加し、平成１

０年７月２８日には人口２万人を越え、平成２７年４月１日現在、人口２万３，２

６０人を擁している。 

  



- 2 - 

４ 統計データ 

 (1) 人口 

（平成２７年５月１日現在） 

人   口 
世帯数 

男 女 総数 

11,850 人 11,500 人 23,350 人 8,765 世帯 

 

(2) 国勢調査 

（平成２２年１０月１日現在） 

人   口 
世帯総数 

１世帯当た

り平均人員 

人口密度 

（人／ ） 男 女 総数 

11,322 人 11,124 人 22,446 人 7,723 世帯 2.9 人 1,649.2 

 

 (3) 面積 

１３．６１  

＊平成２６年１０月１日現在。国土地理院による計測方法の変更により、従来の 13.58

 から変更。 

 

 (4) 産業別就業人口 

（平成２２年国勢調査） 

産 業 別 就業人口 構 成 率 

第１次産業   212 人  2.0％ 

第２次産業  4,550 人  42.2％ 

第３次産業  6,011 人  55.8％ 

合 計  10,773 人 100.0％ 
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議会の概要 
 

１ 議会の組織 

     監 査 委 員  
 

  

      
 

  

       
 総 務 建 設 常 任 委 員 会 （8人） 

       
 

     常 任 委 員 会  
 文 教 福 祉 常 任 委 員 会 （7人） 

    
   

       
 議 会 広 報 常 任 委 員 会 （6人） 

        

    
 議 会 運 営 委 員 会 （8人）  

 

    
 

  
町 議 会   

 
  

 
  

   
  

 
  

 
  

  
 特 別 委 員 会  

 
  

 
  

  
 

 
 

  
議会事務局   

 
  

 丹 羽 広 域 事 務 組 合 （5人） 

  
 

  
 

    
 

  
 江 南 丹 羽 環 境 管 理 組 合 （3人） 

    
  

 
 

    
 一部事務組合等議会議員  

 愛 北 広 域 事 務 組 合 （3人） 

  
     

  
   

 
  愛 知 県 尾 張 水 害 予 防 組 合 （1人） 

  
   

 
  

       
 愛知県後期高齢者医療広域連合 （1人） 

       
 

 

２ 議会基本条例 

平成２６年第７回大口町議会定例会に上程、議決（平成２６年１２月１６日）を

経て、平成２７年５月１日から施行した。 

   大口町議会基本条例（前文）         平成２６年１２月２２日条例第２９号 

地方議会は、二元代表制のもと、住民主権を基礎とし、住民の信託を受けて活動する住民

の代表機関であり、合議制による議事機関である。また、町長その他の執行機関（ 以下「執

行機関」という。）と独立、対等な関係を保ち、監視機能と立法機能を十分に兼ね備えた地

方自治の実現を目指すものである。 

大口町議会は、議会のあるべき姿について徹底した議論を行いながら、積極的に住民へ情

報発信することによって、住民と協働のまちづくりを推進し、議会の意思決定における説明

責任を果たす必要がある。 

ここに我々は、公正で透明、開かれた議会を構築するため、議会運営の基本事項を定め、

議会の役割と活動の指針を明確にすべくこの条例を制定する。この条例に定める議会運営の

ルールを遵守し、実践することによって、住民から信頼され、存在感のある議会を築くため

に不断の努力を惜しまないものとする。 
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３ 議会の構成 

(1) 常任委員会（任期２年） 

総務建設常任委員会（委員８人） ・地域協働部の所管に属する事項 

・議会事務局の所管に属する事項 

・産業建設部の所管に属する事項 

・農業委員会の所管に属する事項 

・総務部の所管に属する事項 

・選挙管理委員会の所管に属する事項 

・固定資産評価審査委員会の所管に属する事項 

・監査委員の所管に属する事項 

・会計管理者の所管に属する事項 

・他の常任委員会の所管に属さない事項 

文教福祉常任委員会（委員７人） ・健康福祉部の所管に属する事項 

・生涯教育部の所管に属する事項 

・教育委員会の所管に属する事項 

議会広報常任委員会（委員６人） ・議会広報の編集及び発行に関する事項 

 

 (2) 議会運営委員会（任期２年。委員８人） 

・議会の運営に関する事項 

・議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

・議長の諮問に関する事項 

・議会基本条例の運用に関する事項 

 

 (3) 特別委員会 

・議会の議決により付託された特定の事件の審査 

・議会の議決により付託された特定の事件の調査 

・地方自治法第９８条の検査権の付託に基づく検査 

・地方自治法第１００条の調査権の付託に基づく調査 

 

 (4) 議員選任監査委員（申し合わせにより任期２年。委員１人） 

・定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査の実施 

・住民の請求による監査等の実施 
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 (5) 議員の定数 

  ア 議員の定数 

    条例の定数 １５人（平成１９年４月の一般選挙から適用） 

現議員数  １５人（平成２７年５月１日現在） 

 

イ 経過 

年 月 内     容 

昭和３７年 ４月 町制を施行した当時、大口町の人口は１万人を超えていた。 

地方自治法上の定数は２６人だったが、大口町議会の議員の

定数を減少する条例(昭和３７年大口町条例第１０号)を制定

し、定数２２人を維持した。 

昭和５９年 ３月 議員定数検討特別委員会の設置、協議を経て、大口町議会の

議員の定数を減少する条例を改正、定数を２２人から１８人

に削減した。 

平成１４年 ３月 大口町議会議員定数条例（平成１４年大口町条例第１号）を

制定、定数を１８人とした。 

平成１７年１２月 大口町議会議員定数条例を改正、定数を１８人から１５人に

削減し、平成１９年４月の一般選挙から適用した。 

     ＊ 議員の定数は、地方自治法により条例で定めるものとされ、市町村の人口規模に

応じた上限が定められていたが、地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年法

律第３５号）の施行（平成２３年８月１日）により廃止された。 

 

  ウ 備考 

年 昭和 58 年 昭和 62 年 平成 11 年 平成 17 年 平成 19 年 平成 23 年 平成 27 年 

人 口 16,941 人 17,358 人 20,162 人 21,245 人 21,588 人 22,126 人 23,260 人 

法定数 26 人 26 人 26 人 26 人 26 人 26 人 ― 

議員数 22 人 18 人 18 人 18 人 15 人 15 人 15 人 

＊ 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成１１年法律第８７号）

に伴う地方自治法の改正前の人口２万人以上の町村の法定数は３０人。 

＊ 人口…各年４月１日現在。 

 

 (6) 現在議員の任期 

平成２７年５月１日から平成３１年４月３０日まで（４年間） 
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 (7) 会派別議員数 

（平成２７年５月１日現在） 

会 派 大政クラブ 誠真クラブ 日本共産党 公 明 党 研 政 会 

人 数 １０人  １人  ２人  １人  １人 

 

(8) 年齢別議員数 

（平成２７年５月１日現在） 

年 齢 ５０歳～５９歳 ６０歳～６９歳 ７０歳～７９歳 

人 数 ３人（２０％） ７人（４７％） ５人（３３％） 

 

 (9) 議員の平均年齢 

（平成２７年５月１日現在） 

最 年 少 最 年 長 平均年齢 

５３歳 ７３歳 ６５歳 

 

４ 予算 

 (1) 議員報酬 

（平成２７年５月１日改定） 

 報酬月額 所得税額 差引支給額 

議長 
389,000 円 

(414,000 円) 

78,200 円 

(90,800 円) 

310,800 円 

(323,200 円) 

副議長 
321,000 円 

(334,000 円) 

57,700 円 

(61,100 円) 

263,300 円 

(272,900 円) 

常任委員会委員長 
306,000 円 

(313,000 円) 

54,200 円 

(55,400 円) 

251,800 円 

(257,600 円) 

議会運営委員会委員長 
306,000 円 

(313,000 円) 

54,200 円 

(55,400 円) 

251,800 円 

(257,600 円) 

議員 
292,000 円 

(303,000 円) 

50,500 円 

(53,500 円) 

241,500 円 

(249,500 円) 

＊（ ）…改定前（平成２６年５月１日現在） 
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(2) 議員報酬の推移 

 町長 議員報酬 

月  額 

町長の給料月額に対する比率 

 給料月額 減額条例適用 給料月額 減額条例適用 

昭和 61 年 630,000 円 ― 210,000 円 33.3％ ― 

昭和 62 年 660,000 円 ― 210,000 円 31.8％ ― 

平成 8 年 910,000 円 ― 300,000 円 33.0％ ― 

平成 10 年 910,000 円 ― 303,000 円 33.3％ ― 

平成 19 年 910,000 円 643,300 円 303,000 円 33.3％ 47.1％ 

平成 22 年 900,000 円 643,300 円 303,000 円 33.7％ 47.1％ 

平成 25 年 900,000 円 643,300 円 303,000 円 33.7％ 47.1％ 

平成 26 年 900,000 円 ― 303,000 円 33.7％ ― 

平成 27 年 885,000 円 ― 292,000 円 33.0％ ― 

 

※ 全国町村議長会会長会議「議員報酬の適正化に関する申し合わせ」（昭和５３年

７月２５日）に基づく基準 

議長 長の給料月額の４０％を通常標準  ５４％を上限標準 

副議長 長の給料月額の３３％を通常標準  ３７％を上限標準 

議員 長の給料月額の３０％を通常標準  ３１％を上限標準 

人口段階別標準として、 人口５，０００人未満で通常標準の１割減 

 人口２万人以上で１割増 

（全国町村議会議長会「２０世紀の歩み」より） 

(3) 期末手当 

（平成２７年４月１日現在） 

  期末手当額 所得税額 差引支給額 

 ６月   831,973 円 254,833 円 577,140 円 

議長 １２月   916,581 円 280,748 円 635,833 円 

 計 1,748,554 円 535,581 円 1,212,973 円 

 ６月   624,515 円 127,525 円 496,990 円 

議員 １２月   688,025 円 140,494 円 547,531 円 

 計 1,312,540 円 268,019 円 1,044,521 円 
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(4) 費用弁償、行政視察費及び政務活動費 

  ア 費用弁償 

    なし 

 

イ 行政視察費 

    ５４万円（議員一人当たり 36,000 円に相当） 

総務建設常任委員会、文教福祉常任委員会、議会運営委員会等の視察 

    ７２万９千円（行政視察時の移動に係るバスの賃借料） 

 

  ウ 政務活動費 

    ９０万円（議員一人当たり年額 60,000 円） 

大口町議会政務活動費の交付に関する条例（全部改正） 

１ 改正の概要 

(1) 交付対象を「会派」から「議員」に改める。 

(2) 交付方法を一括前払い方式から、実費後払い方式に改める。 

・活動を実施した後に報告書等の必要書類を提出し、検査を受けた後、は

じめて受け取ることができるようにする。 

(3) 政務活動費の適正な使用を確保し、その使途の透明性を高めるため、議員

の責務及び議長の調査権を定める。 

(4) 政務活動費の情報を公開する規定を定める。 

２ 施行期日 

平成２７年５月１日 

 

５ 会議等 

(1) 議会の開会状況 

（平成２６年１月から１２月まで） 

区  分 本会議 調査及び精読 計 

定例会 

 ３月  ７日 １３日 ２０日 

 ６月  ６日  ９日 １５日 

 ９月  ６日 １９日 ２５日 

１２月  ７日 １２日 １９日 

計 ２６日 ５３日 ７９日 

臨時会  ３回  ３日 ―  ３日 

年間計７回 ２９日 ５３日 ８２日 
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(2) 会議の開催状況 

（平成２６年１月から１２月まで） 

会     議 開催日数 

常任委員会 総務建設常任委員会  ４日 

 文教福祉常任委員会  ４日 

 議会広報常任委員会 １８日 

議会運営委員会  １１日 

特別委員会 議会基本条例策定特別委員会 １３日 

議会全員協議会  １６日 

総務建設常任委員会協議会  ８日 

文教福祉常任委員会協議会  ７日 

 

 (3) 議案の審議状況 

（平成２６年１月から１２月まで） 

区 
 

分 

町 長 提 出 議 員 提 出 

合 
 

計 

条

例 

予
算
・
決
算 

専

決

処

分 

そ

の

他 

計 

条

例 

意

見

書 

決

議 

そ

の

他 

計 

定例会 35 件 36 件 0 件 14 件 85 件 1 件 23 件 0 件 0 件 24 件 109 件 

臨時会 4 件 1 件 0 件 0 件 5 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 5 件 

計 39 件 37 件 0 件 14 件 90 件 1 件 23 件 0 件 0 件 24 件 114 件 

 

(4) 一般質問の人数及び質問項目数 

（平成２６年１月から１２月まで） 

定例会 人 数 質問項目数 一人当たり質問項目数 

 ３月  ８人（ ８人） ２８件（２１件） ３．５件（２．６件） 

 ６月  ８人（ ７人） ２２件（１８件） ２．８件（２．６件） 

 ９月  ６人（ ６人） １７件（１５件） ２．８件（２．５件） 

１２月  ８人（ ９人） ２０件（２５件） ２．５件（２．８件） 

計 ３０人（３０人） ８７件（７９件） ２．９件（２．６件） 

   ＊（ ）…前年１月から１２月まで。 

  



- 10 - 

(5) 一部事務組合等議会の開催状況 

（平成２６年１月から１２月まで） 

組合名 構成市町 選出議員数 本会議日数 

丹羽広域事務組合議会 

(消防・水道) 

大口町・扶桑町 
５人 ６日 

江南丹羽環境管理組合議会 

(ごみ) 

大口町・扶桑町 

江南市 
３人 ３日 

愛北広域事務組合議会 

(し尿・葬斎) 

大口町・扶桑町 

犬山市・江南市 

岩倉市 

３人 ４日 

愛知県尾張水害予防組合会議 

大口町・扶桑町 

一宮市・犬山市 

江南市・稲沢市 

岩倉市 

１人 ２日 

愛知県後期高齢者医療広域連合議会 県内市町村 ― ３日 

 

６ 議会事務局職員の体制 

  条例の定数 ３人（大口町職員定数条例） 

現職員数  ３人（局長（部長級）、次長（課長補佐級）、主任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[平成２７年５月１２日調製] 
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